
新型コロナウイルス登園届（保護者記入） 
 
     保育園            クラス      園児氏名           

 
発症日；  年  月  日 
診断日：  年  月  日 
医療機関名：             
 
学校保健安全法執行規則第 19 条第 2 項によると、新型コロナウイルス感染症による出席停止 
期間の基準は、「発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで」と 
されています。 

                                       
発症後 
日数 

体温測定月日 朝の体温 夕の体温 
解熱剤使用の 

有無 
咳・痰・のど
の痛みなど 

０日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
１日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
２日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
３日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
４日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
５日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
６日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
７日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
８日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
９日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無  
10 日目 月 日 （ : ）  ℃ （ : ）  ℃ 有・無  有・無 
（※発熱期間が長く解熱の記録ができない場合は裏面 

あるいは別の記録用紙を添付するなどして下さい。） 
 
「発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過」したので登園させます。 

  
                                    年  月  日  

 
保護者氏名：             

 

※普段の平熱       ℃ 

【留意点】 
※体温の記載は発症日または診断日から登園日まで記載をお願いします。 
※体温は一日のうちの一番高い体温の記載をお願いします。 
※解熱等とは、解熱剤を使用せず２４時間以内に発熱、痰やのどの痛み等が軽快したことを言い、 

24 時間以内に再び発熱、痰やのどの痛み等の症状がひどくなった場合は解熱等とはなりません。 
※記載漏れがあるとお子様のお預かりが出来ません。 



有症状
期間 

新型コロナウイルス感染症登園の目安 

 

●新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

1．新型コロナウイルス感染症と診断されたら、保育所等へご連絡ください。 
2．新型コロナウイルス感染症の場合、以下の条件を満たさなければ登園できません。 
・発症した後５日を経過し、かつ、発熱・咳・痰・のどの痛みなどの症状が軽快した後１日を経過している。 

 

【参考：新型コロナウイルス感染症登園の目安】 
(※発症日・解熱当日は０日目と数えます。) 

 

※症状軽快後 1 日を経過するまでは登園出来ません。 
 
 
〇お子さんの登園に関することについて 
・熱や呼吸器症状がある場合 
⇒コロナやインフルエンザに関係なくとも登園を控えるのが望ましい状況として２４時間以内に 
 38℃以上の熱が出た場合、又は解熱剤を使用している場合。 
⇒朝から 37.5℃を超えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・水分が 
 摂れていないなど全身状態が不良の場合。 

 
０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 

１日間 
 

症状軽快 
    

登園可能 
 

２日間 
  

症状軽快 
   

登園可能 
 

３日間 
   

症状軽快 
  

登園可能 
 

４日間 
    

症状軽快 
 

登園可能 
 

５日間 
     

症状軽快 
 

登園可能 

発症
期間 

（発症日） 


